
厚生労働大臣指定講座厚生労働大臣指定講座

訓練経費の訓練経費の が戻ります！が戻ります！

※（注１）AT限定所持者が二種MTを取得する場合は、事前に「限定解除」が必要です。
※（注２）教習料金には、写真代・検定料・その他経費が含まれております。

①普通免許とは、 平成２９年３月１２日以降の普通車

　　（ＭＴ）　所持者のことです。

②冬期間とは１２月～３月の間で冬期料金がかかる

　　場合のことです。

③教習料金に含まれている写真代 ・検定料 ・その他

　　諸経費は、 訓練経費に含まれておりません。

教育訓練給付制度教育訓練給付制度
対象講座対象講座

・普通第二種免許
・準中型免許
・普通第二種免許
・準中型免許

講座名 所持免許 夏期間(税込) 冬期間(税込)
教習料金(仮免許申請料

その他経費含む）
¥238,975 ¥244,475

給付金（訓練経費の２０％） ¥45,771 ¥46,871

教習料金(仮免許申請料
その他経費含む）

¥257,785 ¥263,285

給付金（訓練経費の２０％） ¥49,533 ¥50,633

教習料金(仮免許申請料
その他経費含む）

¥434,325 ¥439,825

給付金（訓練経費の２０％） ¥82,313 ¥83,413

教習料金(仮免許申請料
その他経費含む）

¥152,175 ¥157,675

給付金（訓練経費の２０％） ¥27,071 ¥28,171

教習料金(仮免許申請料
その他経費含む）

¥178,575 ¥184,075

給付金（訓練経費の２０％） ¥32,351 ¥33,451

教習料金(仮免許申請料
その他経費含む）

給付金（訓練経費の２０％）

教習料金(仮免許申請料
その他経費含む）

給付金（訓練経費の２０％）

普通準中型免許

普通AT

普通第二種免許
(MT/AT)

大型/中型/準中型

普通/AT限定普通

なし/原付/小型特殊

準中型免許
５ｔ・AT限定解除

準中型免許(５tAT限定)
¥96,800

¥18,040

¥68,200

¥12,320

準中型免許
５ｔ限定解除

準中型免許(５t限定)


